
社会福祉法人陽康会 行動計画（次世代育成支援） 

 

 職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境を作ることに

よって、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画

を策定する。 

 

１．計画期間 令和３年１０月１日～令和６年９月３０日までの３年間 

 

２．内容 

 

 

 

 

＜対策１：男女共にが育児休業を取得しやすい制度を 令和５年１０月までに導入する＞ 

 ● 令和３年１０月～ 労働者の具体的なニーズを調査、制度の検討開始 

● 令和４年１０月～ 新制度案を作成、管理職において実施を前提の検討を行う 

● 令和５年 ４月～ 社内報などを活用した周知・啓発の実施 

● 令和５年１０月～ 取得率の調査及び職員の満足度調査の実施 

 

＜対策２：育児休業後に職員が復帰しやすくするため、休業中の職員に資料送付等による情

報提供を行う制度を令和４年１０月までに導入する＞ 

 ● 令和３年１０月～ 労働者の具体的なニーズを調査、新制度案の作成 

 ● 令和４年 ４月～ 新制度についての管理職を対象とした研修を年３回実施 

 ● 令和５年 ４月～ 社内報などを活用した周知・啓発の実施 

 

  

目標： 現在、男性の育児休業の取得率が低くなっており、男女ともに育児休業を取

りやすいよう制度の見直しをするとともに職員全体の意識の変容を促し、男

性の育児休業の取得者の割合を６０％以上になるようにする 

     



社会福祉法人陽康会 行動計画（女性活躍推進） 

 

 職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境を作ることに

よって、女性職員がその能力をより発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定

する。 

 

１．計画期間 令和３年１０月１日～令和６年９月３０日までの３年間 

 

２．内容 

 

 

 

＜対策１：現在のリフレッシュ休暇制度の見直しを行い、取得する職員の割合を６０％以上

とする＞ 

 ● 令和３年１０月～ 労働者のニーズを調査、取得できない理由を深掘りする 

● 令和４年 ４月～ 新制度案を作成、社内報などを活用した周知・啓発の実施 

● 令和５年 ４月～ 部署ごとの取得率を確認、取得を促進する 

 

＜対策２：取得率向上のため、各人の有給休暇取得指定日制度を令和５年４月までに導入す

る＞ 

 ● 令和３年１０月～ 労働者の具体的なニーズを調査、新制度案の作成 

 ● 令和４年１０月～ 新制度についての職員を対象とした研修を３回実施 

 ● 令和５年 ４月～ 社内報などを活用した周知・啓発の実施 

 

 

 

目標： 更なる年次有給休暇の取得を促進し、令和５年１０月～令和６年９月の取得率

を８０％以上とする。 

     

         女性の活躍の現状に関する情報公表     令和３年８月現

在                           

① リーダー職以上に占める女性労働者の割合     ６５．１％ 

② 採用した労働者に占める女性労働者の割合     ７１．７％ 

③ 労働者のひと月当たりの平均残業時間       １．７７時間 


